別記様式第1号（第2条関係）
（表面）
	5.4㎝
	

	第号



住所　　　　　　　　　　
氏名　　　　　　　　　　
年　　月　　日生　

宅地造成等規制法の一部を改正する法律(令和4年法律第55号)による改正前の宅地造成等規制法(昭和36年法律第191号。裏面において「宅地造成等規制法」という。)第18条第１項の規定により立入検査を行う者であることを証明します。

　　　　　　年　　月　　日

北見市長　　　　　　　　　
	8.6㎝



（裏面）
	5.4㎝
	

	宅地造成等規制法（抜粋）
（証明書等の携帯）
第６条　第４条第１項の規定により他人の占有する土地に立ち入ろうとする者は、その身分を示す証明書を携帯しなければならない。
２　前条第１項の規定により障害物を伐除しようとする者又は土地に試掘等を行なおうとする者は、その身分を示す証明書及び市町村長又は都道府県知事の許可証を携帯しなければならない。
３　前２項に規定する証明書又は許可証は、関係人の請求があった場合においては、これを提示しなければならない。
（立入検査）
第18条　都道府県知事又はその命じた者若しくは委任した者は、第８条第１項、第12条第１項、第13条第１項、第14条第１項から第４項まで又は前条第１項若しくは第２項の規定による権限を行うため必要がある場合においては、当該宅地に立ち入り、当該宅地又は当該宅地において行われている宅地造成に関する工事の状況を検査することができる。
２　第６条第１項及び第３項の規定は、前項の場合について準用する。
３　第１項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
	8.6㎝



